
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
・教育基本法の第１３条では、「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの

役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」としています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年６月に閣議決定された『第４期教育振興基本計画』では、コミュニティ・スクール 
と地域学校協働活動の一体的推進を図るとしています。 
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文責 学校・家庭・地域連携班 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域の教育力の低下や、学校を取り巻く諸課題の複雑化や困難化が指摘される中、学校と地域が連携・協働し  

ていくことが、「社会に開かれた教育課程の実現」につながります。 

・日本の子どもたちの総合的な学力は、世界トップレベルですが、日本財団が調査した「１８歳意識調査」では、 

「自分で国や社会を変えられると思う」「自分の国に解決したい社会議題がある」「社会議題について、家族や   

  友人と議論している」等の項目では、低い値を示しています。「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」「生

きる力」「確かな学力」等を身に付けていくためにも「社会に開かれた教育課程の実現」が求められています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


